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１．新たな地域医療構想に係る国の検討状況
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「新たな地域医療構想等に関する検討会資料」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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回復期⇒包括期
に変更
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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あり、適宜、書面開催等を追加
する可能性あり。

審議会の回数・時期は予定で
あり、議案に応じて適宜決定。
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宜、医務課と協議し進める。

契
約

諮問

13

２０２５（R7年度） ２０２６（R８年度） ２０２７（R９年度） ２０２８（R１０年度）

策
定
完
了

策
定
着
手

【国】ガイドライン検討
【県】現行地域医療構想の振り返り

（現状・今後の課題を共有）
地域医療提供体制全体の方向性
必要病床数の推計 等 医療機関機能に着目した機能分化・連携協議、

病床機能分化・連携等の具体的な協議

新たな地域医療構想の策定・取組新たな地域医療構想の策定・取組

新たな地域医療構想の取組

将来の方向性
設定 具体的な協議

策定に向けた検討・作業（庁内関係部署と連携）

２．山梨県における 『新たな地域医療構想』 策定スケジュール



３．地域医療提供体制検討データ分析業務委託について

 業務委託の概要  検討会議の構成員について

 業務名 地域医療提供体制検討データ分析業務

 業務目的
• 地域医療提供体制の現状把握と課題整理、今後の方向性検討に資する
データ分析を実施。

• 新たな地域医療構想の検討に向け、調整会議で活用可能な資料を作成。

 業務内容
① データ分析
• 入院・外来・在宅・介護連携等を含む医療提供体制に関する分析
• 必要病床数、構想区域の見直し、医療機関機能、医療従事者確保等を検証
• 提供データ（県レセプトデータ、病床機能報告等）＋公的統計を使用

② 検討会議の開催 （3回程度）
• 有識者等による会議運営（スケジュール調整、資料作成、会議録等）
• 分析結果の検証、方向性整理、ファシリテーション支援
• 議題・日程は県と協議し決定

③ 検討報告書の作成
• 分析結果・議論内容を踏まえ、2040年を見据えた医療提供体制の方向
性を整理

• 調整会議向け説明資料も作成

 委託期間
令和8年３月３日～ 令和9年3月31日（R8年度末）

 契約方法 公募型プロポーザル方式

 委託業者 株式会社 日本経営

 現行の地域医療構想策定時（平成27年度）に設置された「策定
検討会」を参考とすると、今回の検討会議の構成員数は20名程
度を想定。

 なお、当時の検討会の構成員属性は以下のとおりだが、今回の
構成が同一となるものではない。

 新たな地域医療構想では、在宅医療・介護分野の関係者や、富
士・東部区域及び若手の医療関係者を選任してはどうか。

 地域医療構想アドバイザー（今後設置予定）を事務局に配置して
はどうか。

策定検討会委員（H27年度）
山梨県医師会 会⻑１
山梨県医師会 理事2
山梨県医師会 理事3
山梨県⻭科医師会 専務理事4
山梨県薬剤師会 副会⻑5
山梨県看護協会 会長6
山梨県民間病院協会 会長7
山梨県官公立病院等協議会 会長8
山梨県慢性期医療協会 副会⻑9
山梨県市⻑会 理事10
山梨県町村会 会⻑11
山梨県保険者協議会 会長12
山梨大学医学部附属病院 院⻑13
山梨県立中央病院 院⻑14
山梨大学大学院総合研究部 教授15
山梨県保健所⻑会 会⻑16
山梨県福祉保健部 参事17

在宅医療・介護
分野の専門家（関
係者）を選任

地域医療構想
アドバイザーを
事務局に配置

【地域医療構想アドバイザー】
・地域医療構想の検討において、専門的知見を
基に助言・提案を行う外部有識者
・本県ではこれまで未設置であったが、R8年度
から4名程度を設置予定（内諾済）

R7.12月補正予算（県）

富士・東部区域
及び若手の関係者
を選任
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「病床機能再編支援事業給付金」の支給について 

 

○ 経   緯 

国は、地域医療構想の推進のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病   

床を有するものが、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再

編を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を令和２年度から支給している。 

 

○ 支給要件 

 地域医療構想を実現するため、病床削減の対象病院等の、病床の機能分化・連携

に必要な病床数の削減を行うものであることについて、地域医療構想調整会議の

議論及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が必要と認めたもの。 

 病床削減病院等における病床削減後の許可病床数が、平成30年度病床機能報

告、もしくは令和2年度病床機能報告のいずれか少ない方における稼働病床数の

90％以下であること。 

 

○ 今回の支給対象 

 箭本外科整形外科医院 ［２９，６４０千円］ 

慢性期病床数：H30.7.1  １９床 

R5年度   13床（△ 6床：介護医療院へ転換） 

R８年度    ０床（△１３床：無床診療所化） 

 

無床診療所化を行い、外来・在宅医療を中心とした医療機能と、介護保険施設を

一体的に運営することで、地域の医療ニーズへの対応及び経営の安定化を図り、

持続可能な医療提供体制の確保に資するものとする。 
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 病床機能再編支援事業給付金交付要綱第３条（１）エにより、「単独病床機能再編

計画」を地域医療構想調整会議において協議。 

 医療審議会（R8.3.12 開催予定）での意見も踏まえ、地域医療構想の実現に向

けて必要な取り組みであると認められる場合には、給付金の支給要件を満たす

ものとする。 

＠2,280 千円   ×    ２床  ＝   ４，５６０千円 

 （病床利用率に応じた単価 ※1）  （減少病床数） 

＠2,280 千円   ×   １１床  ＝  ２５，０８０千円 

 （最も高い単価 ※2）      （減少病床数） 

13 床減 

※1 平均実働病床数：17 床 

 

※2 平均実働病床数を超えて

削減する場合は、最も高い

単価を適用 

 

（単価は交付要綱の単価表参照） 



病床機能再編支援事業給付金交付要綱 

  

 （趣旨）  

第１条 知事は、地域医療構想（医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）

第３０条の４第２項第７号に規定する「地域医療構想」をいう。以下同じ。）の実現に向け

た取組を支援することを目的として、医療機関（病院又は診療所であって療養病床（法第

７条第２項第４号に規定する病床をいう。）又は一般病床（同項第５号に規定する病床をい

う。）を有するものをいう。以下同じ。）の病床機能再編に対し、予算の範囲内で給付金を

交付するものとし、その交付に関しては、次の各号に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。  

（１）山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）  

（２）地域医療介護総合確保基金管理運営要領（令和３年１１月４日医政発１１０４第１

号、老発１１０４第１号及び保発１１０４第１号厚生労働省医政局長、老健局長及び保

険局長通知「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び

地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」別紙４）  

  

（給付金の種類） 

第２条 給付金の種類は、次のとおりとする。  

（１）単独支援給付金（医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病

床機能再編を実施する場合、減少する病床数に応じて支給するものをいう。以下同じ。）  

（２）統合支援給付金（複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即

した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に支給するもの

をいう。以下同じ。）  

（３）債務整理支援給付金（複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想

に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の

未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該

融資に係る利子の全部又は一部に相当する額を支給するものをいう。以下同じ。）  

  

 （対象となる要件）  

第３条 給付金の支給要件は、次のとおりとする。  

（１）単独支援給付金にあっては、次のアからエまでに掲げる要件を満たすものであるこ

と。  

ア 平成３０年度病床機能報告（法第３０条の１３第１項に基づく報告をいう。以下同

じ。）において、平成３０年７月１日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性

期機能及び慢性期機能（以下「対象３区分」という。）と報告した病床数の減少を伴う

病床機能再編に関する計画（以下「単独病床機能再編計画」という。）を作成すること。  

イ 医療機関における病床機能再編後の対象３区分の許可病床数が、平成３０年度病床

機能報告における対象３区分として報告された稼働病床数の合計の９０パーセント以

下であること。  
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ウ 自己破産や開設者死亡による廃院等でないこと。  

エ 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議（法第３０条の１４第１項

に規定する「協議の場」をいう。以下同じ。）の議論の内容及び山梨県医療審議会（法

第７２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）の意見を踏まえ、地域医療構想の

実現に向けて必要な取り組みであると認められるものであること。  

（２）統合支援給付金にあっては、次のアからカまでに掲げる要件を満たすものであるこ

と。  

ア 平成３０年度病床機能報告において、平成３０年７月 1 日時点の病床機能について

対象３区分と報告した病床数の減少を伴う統合計画に参加する医療機関（以下「統合

関係医療機関」という。）であること。  

イ 統合関係医療機関のうち、１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化を

含む。）となること。  

ウ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されること。  

エ 統合関係医療機関における統合後の対象３区分の許可病床数の合計が、平成 ３０ 

年度病床機能報告における対象３区分として報告された稼働病床数の合計の１０パー

セント以上減少すること。  

オ 令和８年３月３１日までに統合が完了する計画であり、すべての統合関係医療機関

が統合計画に合意していること。  

カ 統合計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び山梨県医療審議会の意

見を踏まえ、地域医療構想に実現に向けて必要な取組であると認められるものである

こと。  

（３）債務整理支援給付金にあっては、次のアからオまでに掲げる要件を満たすものであ

ること。  

ア 前号のアに規定する統合計画に参加し、統合後に存続している統合関係医療機関で

あって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関

から新たに融資を受けた医療機関（以下「承継医療機関」という。）であること。  

イ 統合関係医療機関のうち、１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化を

含む。）となること。  

ウ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されること。  

エ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。  

オ 国税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。  

  

 （給付金の算定方法）  

第４条 給付金の算定方法は、次のとおりとする。  

（１）単独支援給付金にあっては、次のアからウにより算定する。  

ア 平成３０年度病床機能報告において、対象３区分として報告された稼働病床数の合

計から１日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数に対象３区分の病床利用率を乗

じて得た数をいう。）までの間の病床数の減少について、対象３区分の病床利用率に応

じ、減少する病床１床あたり次の表に規定する額を乗じて得た額とする。なお、平成３



０年度病床機能報告から令和２年４月１日までに病床機能再編や休棟等により稼働病

床数に変更があった医療機関については、平成３０年度病床機能報告の対象３区分の

稼働病床数又は令和２年４月１日時点の対象３区分の稼働病床数のいずれか少ない方

を基準とする。  

病床利用率  減少１床あたりの単価  

５０パーセント未満  １，１４０千円  

５０パーセント以上６０パーセント未満  １，３６８千円  

６０パーセント以上７０パーセント未満  １，５９６千円  

７０パーセント以上８０パーセント未満  １，８２４千円  

８０パーセント以上９０パーセント未満  ２，０５２千円  

９０パーセント以上  ２，２８０千円  

イ １日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、１日平均実働病床数以下の

病床数の減少については、１床あたり２，２８０千円を乗じて得た額とする。  

ウ ア及びイの算定にあたっては、回復期機能又は介護医療院へ転換する病床数、過去

に本給付金又は令和２年度地域医療構想を推進するための病床削減支援給付金の支給

対象となった病床数及び同一開設者の医療機関へ融通した病床数は除くこと。  

（２）統合支援給付金にあっては、次のアからエにより算定する。  

ア 統合関係医療機関ごとに、平成３０年度病床機能報告において、対象３区分として

報告された稼働病床数の合計から１日平均実働病床数までの間の病床数の減少につい

て、対象３区分の病床利用率に応じ、減少する病床１床あたり次の表に規定する額を

乗じて得た額の合計とする。なお、平成３０年度病床機能報告から令和２年４月１日

までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、

平成３０年度病床機能報告の対象３区分の稼働病床数又は令和２年４月１日時点の対

象３区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とする。  

病床利用率  減少１床あたりの単価  

５０パーセント未満  １，１４０千円  

５０パーセント以上６０パーセント未満  １，３６８千円  

６０パーセント以上７０パーセント未満  １，５９６千円  

７０パーセント以上８０パーセント未満  １，８２４千円  

８０パーセント以上９０パーセント未満  ２，０５２千円  

９０パーセント以上  ２，２８０千円  

イ １日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、１日平均実働病床数以下の

病床数の減少については、１床あたり２，２８０千円を乗じて得た額とする。  



ウ ア及びイの算定にあたっては、統合関係医療機関間の融通病床数及び回復期機能又

は介護医療院へ転換する病床数は除くこと。  

エ 「重点支援区域の申請について」（令和２年１月１０日医政地発０１１０第１号厚生

労働省医政局地域医療計画課長通知）に基づく重点支援区域として指定された統合関

係医療機関については、アからウにより算定された額に１．５を乗じて得た額とする。  

（３）債務整理支援給付金にあっては、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務

を返済するために、承継医療機関が新たに受けた融資に対する利子の総額とする。ただ

し、融資機関は２０年、元本に対する利率は年０．５パーセントを上限として算定する。  

２ 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。  

  

（給付金の交付申請等）  

第５条 給付金の交付を受けようとする医療機関は、別表に掲げる書類を別に定める日まで

に提出するものとする。  

２ 給付金の実績報告については、前項に規定する書類の提出をもって、規則第１２条に規

定する実績報告があったものとみなす。  

３ 給付金の額の確定については、規則第１３条の規定にかかわらず、規則第５条の規定に

よる給付金の交付決定により当該給付金の額の確定を行ったものとみなす。  

４ 統合支援給付金にあっては、統合後も存続する統合関係医療機関から本給付金に関する

事務を一括して取り扱う医療機関（以下「代表医療機関」という。）を定め、統合関係医療

機関を代表して代表医療機関が申請を行うものとし、代表医療機関は給付金の分配につい

て、他の統合関係医療機関と協議を行うものとする。  

  

 （交付の条件）  

第６条 給付金の交付を受けた医療機関は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに知

事に報告するとともに、知事の返還命令を受けて、給付金の全部又は一部を返還しなけれ

ばならない。  

（１）単独支援給付金については、次に定めるところによる。  

ア 単独病床機能再編計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合  

イ 給付金の交付決定日から令和８年３月３１日までの間に、申請者が同一の構想区域

（法第３０条の４第２項第７号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）に開設する医

療機関において、対象３区分の許可病床数を増加させた場合。ただし、特定の疾患に罹

患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び知事が特に認め、許可病床数

を増加させる場合はこの限りではない。  

（２）統合支援給付金については、次に定めるところによる。  

ア 統合計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合  

イ 給付金の交付決定日から令和８年３月３１日までの間に、統合関係医療機関が対象

３区分の許可病床数を増加させた場合。ただし、特定の疾患に罹患する者が多くなる

等の事情により、厚生労働大臣及び知事が特に認め、許可病床数を増加させる場合は



この限りではない。  

（３）債務整理支援給付金については、次に定めるところによる。  

ア 給付金の交付決定日から令和８年３月３１日までの間に、申請者が同一の構想区域

に開設する医療機関において、対象３区分の許可病床数を増加させた場合。ただし、特

定の疾患に罹患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び知事が特に認め、

許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。  

イ 給付金の交付決定後、融資先の変更や繰り上げ返済等を行ったことにより給付金の

算定に変動が生じた場合 

２ 給付金の交付を受けた医療機関は、病床機能再編又は債務整理に関する書類及び給付

金に関する書類を整理し、次に掲げる年度終了後５年間保管しなければならない。  

（１）単独支援給付金にあっては、給付金の交付を受けた年度  

（２）統合支援給付金にあっては、統合が完了した年度  

（３）債務整理支援給付金にあっては、利子支払が完了した年度  

  

 （状況報告）  

第７条 統合支援給付金又は債務整理支援給付金の交付を受けた医療機関は、統合又は利子

支払の状況について、次の表に規定する書類により知事に報告するものとする。  

給付金の種類  提出書類  提出期限  

統合支援給付金  統合計画通りに統合が完了したことを証

する書類の写し  

統合が完了した日から３

０日が経過した日まで  

債務整理支援給付金  当該年度内の利子支払に係る領収を証す

る書類の写し  

毎年度３月３１日まで  

  

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定めるものと

する。  

 

附 則  

この要綱は、令和４年３月３日から施行し、令和３年度の給付金から適用する。  

  

  



別表（第５条関係）  ※様式は添付を省略しております 

給付金の種類  申請書類  添付書類  

単独支援給付金  単独支援給付金支給申請書兼口座

振込依頼書（様式第１号）  

１ 単独病床機能再編計画  

２ 支給申請額算定シート（様式第１－２

号）  

３ 病床を融通する場合には、病床融通に

関する概要（様式第１－３号）  

４ 平成３０年度病床機能報告の写し  

５ 病床数の変更を保健所等へ届け出たこ

とを証する書類  

６ 役員名簿（医療機関の開設者が法人の

場合に限る。）  

統合支援給付金  統合支援給付金支給申請書兼口座

振込依頼書（様式第２号）  

１ 統合計画  

２ 支給申請額算定シート（様式第２－２

号及び様式第２－３号）  

３ 支給申請額算定シート総括表（様式第 

２－４号）  

４ 平成３０年度病床機能報告の写し  

５ 統合関係医療機関の役員名簿（医療機

関の開設者が法人の場合に限る。）  

債務整理支援給付金  債務整理支援給付金支給申請書兼

口座振込依頼書（様式第３号）  

１ 統合計画  

２ 支給申請額算定シート（様式第３－２

号） 

３ 承継医療機関と廃止となる医療機関間

の残債引継に関する申合せ書、引継債務

の明細書及び公認会計士等による意見聴

取書  

４ 新たに受けた融資の貸付契約書の写し

及び償還年次表  

５ 国税の納税証明書、社会保険料納入証

明書及び労働保険料等納入証明書  

 



紹介受診重点医療機関に係る協議
（中北区域）

※R8.1.6時点 外来機能報告暫定データより
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外来機能報告制度（紹介受診重点医療機関）について

厚生労働省HP「外来機能報告について」 1



選定の基準
【紹介受診重点外来の基準】
初診に占める重点外来の割合：40％以上
かつ再診に占める重点外来の割合：25％以上

【上記を満たさない場合】
紹介率：50％以上かつ逆紹介率40％以上

いずれの場合も「紹介受診重点医療機関の役割を
担う意向がある」ことが必要

（「外来機能報告等に関するガイドライン」より） 2



（令和5年5月17日「外来機能報告における協議の場の進め方について（周知）」より）

今回の地域医療構想調整会議

【「基準を満たす・意向あり」本県の考え方】
特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関として選定する

【「基準を満たす・意向なし」本県の考え方】
当該医療機関に「意向なし」の理由を確認した上で、紹介受診重点医療機関に
選定しない

【「基準未達成・紹介率達成・意向あり」本県の考え方】
紹介率・逆紹介率の基準を達成している場合は、当該医療機関が将来紹介受診
重点外来の基準を達成するための具体策を確認した上で、紹介受診重点医療機
関として選定する

【「基準未達成・意向なし」本県の考え方】
協議の対象としない

1

4

3

・山梨大学医学部附属病院 ・山梨県立中央病院
・白根徳洲会病院

・市立甲府病院・甲府共立病院
・甲府城南病院・甲府脳神経外科病院

・国立病院機構甲府病院

※ R8.1.6時点 外来機能報告暫定データにおいて該当する病院

2

3

4

選定（R7年度時点）



（令和5年5月17日「外来機能報告における協議の場の進め方について（周知）」より）

協議を行い、最終的に医療機関の意向と協議
の場の結論が合致したものに限り、紹介受診
重点医療機関として公表を行う

4



紹介受診重点医療機関の公表
•結果通知
ご意見取りまとめ後、
知事→医療機関管理者宛てに通知

•公表（県ホームページ）
１日付けで紹介受診重点医療機関リストを公表

（例：3月中に選定⇒4月1日に公表）
⇒診療報酬の起算日と公表日が一致

※調整会議の資料及びご意見等についても公表
5
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（案） 



R7病床数適正化支援事業給付金（国経済対策）の実施状況について

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化により経営状況の急変に直面し、病床数
の適正化を進める医療機関に対して、経費相当分の給付金を支給する。

（R6国補正予算事業：R6年12月17日成立）

 支給対象：病院（一般・療養・精神病床）、有床診療所

 支給要件：R6年12月17日（国補正予算成立日）からR7年9月30日までの間に、病床（一般・療養・

精神病床）の削減の届出を行い、かつR7年9月末時点で廃院及び無床化していないこと。

 給 付 額：削減病床1床につき、4,104千円

 国内示額：１３６床（第1次：100床、第2次：36床） ※活用意向調査（本県要望）：５５７床

 配分基準：国から示された算出基準に基づき、一部緩和基準を設けた上で配分を実施。

※R4～６年度に経常赤字があること、新興感染症確保病床や基準病床数・必要病床数等に影響がないこと等。

構想区域内訳配分額配分病床数（計）精神病床療養病床一般病床

中北：33床（精神）
峡東：62床（一般・精神）
峡南：10床（一般）
富士・東部：31床（一般・精神）

558,144千円136床61床0床75床

事業概要

支給対象・要件等

本県の状況

本
県
の
配
分
実
績
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